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人事院のミッション及びビジョン

Mission 公務員を元気に　国民を幸せに

私たち人事院は、 国家公務員が働きがいを持って、 いきいきと仕事ができる環境を創り出します。

これを通じて、 行政サービスの向上を実現し、 国民の幸せを目指します。

Vision 多様な才能が集い磨きあう　活気ある公務へ

多様な人材と才能が集まり、 能力を発揮し磨きあう職場

－それは、 新たな課題に立ち向かうことができる、 活力と創造性の溢れる職場です。

私たち人事院は、 皆が働きたいと思う、 そんな公務を創り上げていきます。
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1

公務員は、憲法により「全体の奉仕者」とされ、職務の遂行に当たっては、中立、公正性が強く求められます。このため、

公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及

び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立・第三者機関として、内閣の所轄の下に設けられた機関

が、人事院です。

人事行政の公正の確保

公務員人事管理の公正性が確保されるよう、人事院が採用試験、任免の基準の設定、研修等を

実施しています。

労働基本権制約の代償機能

労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等を国会及び内閣に勧告してい

ます。

人事行政の専門機関として、社会一般の情勢に的確に対応した施策を推進し、国民から信頼さ

れる効率的な行政運営の確保を図っています。
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内 閣 国 会裁 判 所

人事院

（参考）

人事院 内閣人事局

人事行政の専門機関

人事行政の公正の確保及び労働基本権制約の

代償機能の確保の観点から基準の設定等

幹部職員人事の一元管理及び各府省の人事

管理の統一保持上必要な総合調整等

各府省（大臣）

法令に基づき、個別の人事権を行使

１人事院の役割
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2

人事院は、人事官3人（うち1人は総裁）をもって構成される合議制の機関です。人事官は国会の同意を経て内閣に

より任命され、その任免は天皇により認証されます。

人事院には、事務部門として事務総局が置かれ、事務総長の下に内部部局としての5課１室（官房部局）及び4局の

ほか、公務員研修所、9地方事務局（所）から構成されています。

また、人事院には、国家公務員法及び国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理審査会が設置されています。

（60７人）

（41５人）

（
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部

局

）
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局
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（32人） （15９人） （12人）

北海道

東 北

関 東

中 部

近 畿

中 国

四 国

九 州

沖 縄

※ （ ）内の人数は令和８年度末定員

事 務 総 局
（事務総長）

人 事 院
（総裁、人事官2人）

国家公務員倫理審査会
（会長、委員4人）

事

務

局

官 房 部 局

総務、人事、会計等の内部管理、所管法令の解釈及び法令案の審査、人事行政に係る国際関係業務、人事

行政施策を展開するための総合調整を担当しているほか、中長期的な人事行政施策の検討を進めています。

国国家家公公務務員員がが安安心心ししてて働働けけるる勤勤務務環環境境のの整整備備をを図図りりまますす職 員 福 祉 局

国家公務員の勤務時間、休暇等の勤務条件の整備や健康・安全管理など働きやすい勤務環境の整備に関す

る業務、災害補償に関する業務、服務規律・懲戒制度の企画・立案や職員団体に関する業務を行っています。

よよりりよよいい行行政政ササーービビススをを支支ええるる人人材材のの確確保保・・育育成成をを図図りりまますす人 材 局

人事行政の公正確保のため、採用試験、任用、分限、研修制度の企画・立案及び実施、多様な有為の人材を

公務に誘致する活動、各府省職員を対象とした各種研修の実施による人材育成に関する業務を行っています。

時時代代のの変変化化にに応応じじたた適適正正なな給給与与のの実実現現をを図図りりまますす給 与 局

労働基本権制約の代償措置として国家公務員の給与を民間に準拠した適正なものにするための給与勧告、

俸給や手当を決定する基準の策定のほか、高齢期の雇用・給与施策の検討等に関する業務を行っています。

職職員員のの利利益益保保護護とと公公正正なな人人事事管管理理のの確確保保をを図図りりまますす公 平 審 査 局

国家公務員が懲戒処分、公務災害認定、給与決定等に不服がある場合や勤務条件に関して行政措置を求め

る場合に準司法手続により審査を行っているほか、勤務条件等に関する相談の円満な解決に努めています。

信信頼頼さされれるる公公務務のの基基礎礎ででああるる公公務務員員倫倫理理のの保保持持をを図図りりまますす国家公務員倫理審査会事務局

公務に対する国民の信頼確保という倫理法の目的の下、倫理規程の制定・改廃に関する意見の申出、倫理

研修の総合的企画・調整、各種報告書の審査、倫理法・倫理規程に違反の疑いがある場合の調査、懲戒処分の

承認等の国家公務員の職務に係る倫理の保持に関する業務を行っています。

人事院の組織２

2
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総計：
約 3４０.7万人

[100%]

地方公務員：
約 28１.４ 万人[82.６%]

国家公務員：
約 59.3万人

[17.４%]

一般職：
約 29.5万人
（49.7%）

特別職：
約 29.8万人
（50.3%）

給与法適用職員：
約 28.５ 万人
（48.1%）

検察官：約3千人 （0.5%）

行政執行法人職員：約7千人 （1.2%）

国会職員：約4千人
裁判官、裁判所職員：約2万５千人
大臣、副大臣、政務官、大使等：約5百人

防衛省職員：約26万９千人

行政執行法人役員：30人
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国家公務員は現在約59.３万人で、そのうち人事院勧告の対象となる給与法適用職員は約28.５万人です。

人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較

（単位：人）

フランス
（202２年） 9５.8人

イギリス
（202３年）

7４.４人

ドイツ
（202３年）

6５.２人

アメリカ
（202３年）

62.２人

日本
（202３年）

38.４人

中央政府職員

政府企業等職員

地方政府職員

軍人・国防職員

（内閣人事局資料（未定稿））

注：

（注） 1. 本資料は、編集時点における各国の統計データ等を基に便宜上整理したものであり、各国の公務員制度の差異等（中央政府・地方公共団体の事業範囲、政
府企業の範囲等）については考慮していない。また政府企業等職員には公務員以外の身分の者も含んでいる場合がある。

2. 国名下の（ ）は、データ年(度)を示す。

3. 合計は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。

4. 日本の「政府企業等職員」には、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人の職員を計上している。

5. 日本の数値において、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び特殊法人以外は、非常勤職員を含む。

３国家公務員の数と種類

Ⅰ.国家公務員の種類と数(令和８年度)

1.図Ⅰの国家公務員の数は、令和８年度末予算定員である。ただし、行政執行法人については、「令和７年度独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表」（内
閣官房内閣人事局）及び「令和８年行政執行法人の常勤職員数に関する報告」（総務省）における常勤役員数と常勤職員数である。また、図Ⅰの地方公務員の数は、「令和６年４
月１日地方公務員給与実態調査結果」（総務省）における一般職に属する地方公務員数である。

２.図Ⅱの「その他」には、例えば、研究所、大学校、刑務所などがある。
３.図Ⅰ・Ⅱの数値は、端数処理の関係で合致しない場合がある。
４.図Ⅱ・Ⅲの給与法適用職員の数は、「令和７年国家公務員給与等実態調査」（人事院）における給与法適用職員数である。同調査は再任用職員等を含まないため、図Ⅰの給与法
適用職員数とは合致しない。

本府省 地方機関 その他

Ⅱ.給与法適用職員の本府省・地方機関別の人数
(令和７年４月１日現在)

本府省
約4.８万人
（19.2%）

地方機関
約16.１万人
（64.6%）

その他
約4.０万人
（16.1%）
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１ 「国民を第一」に考えた行動
・ 国を支える国家公務員としての使命感の下、国民を第一に考え、志と意欲を持って誠実に行動する
・ 確かな行政サービスを提供し続けるため、限りあるリソースを効果的に活用し、最大のパフォーマンスを発揮する

２ 「中立・公正」な立場での職務遂行
・ 特定の個人や組織など一部の利害を偏重せず、中立・公正な立場で職務を遂行する
・ 行政に対する多様なニーズや様々な立場があることを理解し、広い視野を持って職務にあたる

３ 「専門性と根拠」に基づいた客観的判断
・ 国民からの信頼が得られるよう、常に透明性の高い行政運営を意識した上で、根拠に基づいた客観的判断を行う
・ 知識を深め、スキルを磨き、行政のプロフェッショナルとしての誇りと責任感を持つ

多様な人材の活躍が見込まれる公務において、「全体の奉仕者」として国家
公務員に共通して求められる行動を分かりやすく言語化した「国家公務員行
動規範」を令和7年5月15日に策定しました。

国家公務員行動規範

 経験者採用試験におけるCBT

（オンライン試験）の導入

【令和８年度に試行試験、

令和９年度に導入】

→７ページ

 インターンシップを活用した早

期選考の実施に向けた環境整備

【令和８年度から実施】

→７ページ

 柔軟なアルムナイ採用のための

能力実証方法や公募手続の簡素

化

【令和８年度から実施】

→７ページ

 技術系人材の確保に特化した採

用ルートの整備

【令和８年度に具体像の提示】

→７ページ

 月100時間超等の超過勤務最小

化に向け、各府省の実情に応じた

伴走支援や調査・指導の強化

【令和７年度から実施】

→１３ページ

 自己実現や社会貢献につながる

ような兼業制度（自営兼業）の見

直し

【令和８年度から施行】

→１３ページ

 様々な事情を抱えた職員の活躍

を支えるための無給休暇の導入

【令和８年度に措置内容を報告】

→１２ページ

 国家公務員の「スキル一覧」を作

成し、 人材の育成や確保に活用

【令和７年度に作成】

→１１ページ

 職務・職責をより重視した給与体

系を含む、新たな人事制度の構

築に向けて、給与、勤務時間、任

用等を一体的に検討
【令和８年度に骨格を報告、

令和９年度に具体的内容を報告】

→２０ページ

実力本位で活躍できる公務

高い使命感とやりがいを持って働ける公務

誰もが挑戦できる開かれた公務

• 採用市場での競争力確保のため、

官民給与の比較対象を見直し

• 業務の特殊・困難性の高まりに

伴い本府省業務調整手当を拡充

・ 職務・職責に見合った処遇確保

のため、在級期間に係る制度を

廃止

【令和７年度から先行して実施】

→２０ページ

人事院が実現する「これから」の公務

 国家公務員行動規範の周知・啓発

働きやすさと
成長が両立する公務

 府省横断チームによる公務のブランディング
→本ページ下部 →５ページ

～ 世 界 に 誇 れ る 社 会 を 作 り 、 未 来 に つ な げ る た め に ～

CBT100
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• 

• 

4 
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CBT100
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• 

4 
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4 

7 5 15
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5

人 材 確 保 の た め の 活 動

各府省と協力し、府省合同イベントを企画・実施するとともに、企業合同説明会の場を活用するなどして、学生等や

転職を考える社会人の方々に向けても国家公務員の仕事や各府省の業務の概要・魅力などを伝えています。

また、人事院ホームページ「採用情報NAVI」や各種SNS等を運用し、イベント情報のほか、試験情報・採用情報など

を随時発信しています。

▲職場訪問型各府省合同イベント。仕事見学・体験や職員との懇談など、各府省が様々なプログラムを

実施（夏に開催した国家公務員OPENゼミ１Day職場訪問・仕事体験 （第１弾の理系学生限定イベン

ト））

働く場としての公務のブランディング

▲府省横断チームによる検討の様子

５人材の確保

国家公務員の採用は、公開平等の採用試験によることを原則とし、その他に選考による採用も行っています。公務組

織を支える多様で有為な人材を確保するため、採用試験の見直しや適切・公正な実施、民間企業等での多様な経験や高

度な専門性を有する人材のより一層の公務への誘致・確保、人材確保に係る情報発信等の充実に取り組んでいます。

「選ばれる」公務職場を目指し、公務の魅力を整理し、公務内への

浸透と公務外への発信を一体的・整合的に展開

府省横断チームの立上げ

公務全体のブランドメッセージ及び発信戦略の策定

リクルーター養成講座（スピーカーの能力向上等）

外部有識者とも連携した公務の魅力発信強化

公務の魅力や府省横断チームの活動について発信するため

        noteの開設

人材確保活動の取組

各種イベント
府省合同説明会（対面、オンライン）

・新卒者向け、転職者向け

オープンカンパニー（対面、オンライン）

就職支援会社主催イベントへの参加（対面、オンライン）

・新卒者向け、転職者向け、理系学生向け

大学等へのガイダンス（対面、オンライン）

各種情報発信

国家公務員試験採用情報NAVI

Instagram、X、YouTube、

Threads、note、メールマガジン

※ このほか、各府省独自に人材確保活動を行っております。

国家公務員採用試験

イメージキャラクター

KOHちゃん

現在、取り組んでいる施策

▲各府省の職員から、業務の内容やその魅力を

説明する合同業務説明会（一般職各府省合同業

務説明会）

5

NAVI SNS

OPEN Day

        note

NAVI

Instagram X YouTube

Threads note

KOH

5

人材の確保
CHAPTER

05



試験の種類 申込者数 合格者数

総合職

1７,９４２ (7,８５６) 2,219 (768)

院卒者 １,２８８ （４２９） 640 (229)

大卒程度（教養区分除く） １０,７４０ （４,９００） 1,153 (401)

大卒程度（教養区分） ５,９１４ （２,５２７） 426 (138)

一般職

３３,７１２ (14,389) 12,153 （５,４８０）

大卒程度（教養区分除く） 2０,４５４ (9,013) 7,052 (3,25１）

大卒程度（教養区分） ４,９８３ (2,325) 1,763 （９０１）

高卒者 ８,２７５ (3,０５１) 3,３３８ (1,３２８)

経験者

１,１２１ （３１１） ３９８ (１０３)

府省合同A ２０４ （４８） ２７ （３）

府省合同B ９１７ （２６３） ３７１ （１００）

その他 ３４,２１３ （１２,４０４） 9,506 （3,662）

２０２５年度 採用試験実施結果

6

（注） （ ）内は、女性を内数で示す。

採 用 試 験

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

24 25 26 27 28 29 30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025平成

国家公務員採用試験の申込者数の推移

一般職（大卒程度）

２５,４３７

1７,９４２

総合職

８,２７５一般職（高卒者）

（人）

（年度）

総合職試験
政策の企画立案や調査研究に関する事務をその職務とする係

員の採用試験

院卒者試験 大卒程度試験

【秋試験】教養区分（大卒程度）

一般職試験
政策の実行やフォローアップなどに関する事務をその職務とす

る係員の採用試験

大卒程度試験 高卒者試験 社会人試験（係員級）

専門職試験
特定の行政分野に関する専門的な知識を必要とする事務をそ

の職務とする係員の採用試験

経験者採用試験
民間企業における実務の経験等を有する人材を係長以上の官

職に採用するための採用試験

元 ２ ３ ４ ５ ６ ７令和

（人）

1 , (7, ) 2,219 (768)

, 640 (229)

, , 1,153 (401)

, , 426 (138)

, (14,389) 12,153 ,

2 , (9,013) 7,052 (3,25

, (2,325) 1,763

, (3, ) 3, (1, )

, ( )

A

B

, , 9,506 3,662
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24 25 26 27 28 29 30平成 （年度）元 ２ ３ ４ ５ ６ ７令和

試験の種類 申込者数 合格者数

総合職

1７,９４２ (7,８５６) 2,219 (768)

院卒者 １,２８８ （４２９） 640 (229)

大卒程度（教養区分除く） １０,７４０ （４,９００） 1,153 (401)

大卒程度（教養区分） ５,９１４ （２,５２７） 426 (138)

一般職

３３,７１２ (14,389) 12,153 （５,４８０）

大卒程度（教養区分除く） 2０,４５４ (9,013) 7,052 (3,25１）

大卒程度（教養区分） ４,９８３ (2,325) 1,763 （９０１）

高卒者 ８,２７５ (3,０５１) 3,３３８ (1,３２８)

経験者

１,１２１ （３１１） ３９８ (１０３)

府省合同A ２０４ （４８） ２７ （３）

府省合同B ９１７ （２６３） ３７１ （１００）

その他 ３４,２１３ （１２,４０４） 9,506 （3,662）

（注） （ ）内は、女性を内数で示す。
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7

最近の採用試験等における改革

総合職試験（大卒程度試験）に「教養区分」
を年２回実施

受験機会の拡大を目的として、従来秋にのみ実施してい

た総合職試験（大卒程度試験）の「教養区分」を、令和8年

度から春にも実施することとした

公務経験者も含めた専門人材の採用の円滑化

公務や民間での経験を通じて培った専門的知見や実務

能力を有する元国家公務員についても、各府省において、

一定のルールの下で柔軟に再採用できるよう、能力実証

方法や公募手続の簡素化等を整備し、令和８年度から運

用を開始

令和８年度実施に向けて措置した取組

経験者採用試験におけるCBTの導入
受験者の利便性向上と受験機会の拡大を目的として、令

和9年度から経験者採用試験の基礎能力試験に CBT

（Computer Based Testing）方式を導入

一般職試験（大卒程度）日程の前倒し
官庁訪問時期と最終合格者発表日の逆転を解消し、これ

までよりも早期に試験を実施することで、就職活動の選

択肢の一つとしてより受験しやすい試験にすることを検

討

技術系人材の確保に特化した採用ルートの整
備
技術系人材を多く採用している省庁からなる「技術系国

家公務員の採用強化に関する検討会」を立ち上げ、採用

手法の見直しに向けた検討

採用におけるインターンシップの更なる活用
各府省におけるインターンシップの実施拡大に向けた支

援、インターンシップを通じて得られた情報を選考過程

に活用する上で必要な環境の整備 等

地元志向人材層に対応するための新たな仕組
み
勤務地等に関する意向を採用段階から把握できるよう、

初任地の希望を受験時に聴取する採用試験を実施

府省が採用の際に活用できる人材プールの整備
採用希望者と各府省との効率的なマッチングが可能とな

るよう、採用希望者の情報を一元的に集約し、各府省に

共有できるようなシステムの検討

現在、取り組んでいる施策

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 元 3 5 7

総合職試験（平成24年度まではⅠ種）

一般職試験（大卒程度）（同Ⅱ種）

（％）

女 性 国 家 公 務 員 の 採 用 ・ 登 用 の 拡 大

女性の活躍推進は、人事行政における重要な課題の一つです。女子学生等を対象とした各種業務説明会の開催や

女性職員の登用に向けた研修などに取り組んでいます。

採用者に占める女性の割合の推移

（注） 令和７年度総合職試験は令和６年１０月１日現在、一般職試験（大卒程度）は令和６年１０月

３１日現在の採用内定者数に占める割合である。

各役職段階に占める女性の割合

6.4

3.3

2.2

9.2

5.3

4.2

13.6

8.0

5.0

0

5

10

15

地方機関課長・

本省課長補佐相当職

本省課室長相当職 指定職相当

平成２５年度

平成３０年度

令和５年度

１７％ １０％ ８％

（注１） 括弧内は第５次男女共同参画基本計画に定める令和７年度末までの成果目標。

（注２） 地方機関課長・本省課長補佐相当職及び本省課室長相当職については行（一）のみ。

（％）

36.0

４４.４

（採用年次）

【第５次男女共同参画基本計画】

国家公務員採用試験からの採用者に占

める女性の割合 ３５％以上（毎年度）

平成 令和

7

8

9 CBT

Computer Based Testing

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 3 5 7

24

6.4

3.3

2.2

9.2

5.3

4.2

13.6

8.0

5.0

0

5

10

15

36.0

.

10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 元 3 5 7

（採用年次）

平成 令和
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8

国の行政機関

▶ 府省等
（本府省、地方支分部局）

▶ 行政執行法人

民間企業等

▶ 株式会社
▶ 相互会社
▶ 信用金庫

▶ 一般社団法人
▶ 一般財団法人
▶ NPO法人 等

身 分：派遣先企業の従業員（国家公務員としての身分も保有）

期 間：原則３年以内（最長５年）

服務等：派遣前に在職していた府省等に対する許認可申請等の

業務や国家公務員としての地位等に係る影響力利用

行為の禁止

給 与：派遣先が支給（府省等からは支給せず）

身 分：府省等の職員（任期満了後は交流元に復帰）

期 間：原則３年以内（最長５年）

職務等：交流元企業の業務に従事することや交流元企業に

対する許認可等の業務を行う官職に就くことの禁止

給 与：府省等が支給（交流元からの支給は不可）

交流採用

府省等が民間企業等の従業員を職員として採用し、

任期を定めてその職務に従事させるもの

交流派遣、交流採用の実施状況の推移（暦年別）

①交流派遣（国から民間へ） ②交流採用（民間から国へ）(人)

平成

元 （年）

■年末時派遣者総数

◆新規派遣者数

(人)

平成
（年）

（注）「年末時派遣者総数」及び「年末時在職者総数」は、各年12月31日現在。

（令和６年度人事院年次報告書より）

■年末時在職者総数

◆新規採用者数

元

官 民 人 事 交 流

人事院では、官民人事交流を更に促進する観点から官民人事交流の仕組み、有識者・官民人事交流

経験者の インタビュー記事など、官民双方に情報発信しています。

詳細は人事院ＨＰ（https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu.html）【右記二次元コード】を

ご参照ください。

官民人事交流に関する手続など、お問い合わせは「 kanmin-kouryuu@jinji.go.jp」まで

官民人事交流の推進に向けた取組、お問い合わせ

令和令和

官民人事交流は、国の機関と民間企業との間の人事交流を通じて、人材の育成、組織運営の活性化等を図るもので、

公正性、透明性を確保しつつ実施しています。

交流派遣

民間企業等が府省等の職員を従業員として雇用し、

期間を定めてその業務に従事させるもの

給与に関する見直し
令和8年4月から、交流採用者の期末・勤勉手当（ボーナス）の制度を見直し、採用後の最初の支給の際に、交流元

企業での勤務期間を考慮して期末・勤勉手当を支給できることとなりました。
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8

NPO

( ) ( )

12 31

https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu.html

kanmin-kouryuu@jinji.go.jp

8 4
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①交流派遣（国から民間へ） ②交流採用（民間から国へ）(人)

平成
元 （年）

■年末時派遣者総数

◆新規派遣者数

(人)

平成
（年）

■年末時在職者総数

◆新規採用者数

元
令和令和

8

mailto:kanmin-kouryuu@jinji.go.jp


9

公務に有用な専門的な知識経験等を有する民間人材を、5年の範囲内で任期を定めて採用しています。

[採用の例]

弁護士、公認会計士、その他の

専門家（高度デジタル人材、金融の

専門家など）

（注） 在職者数は、各年度末における人数である。

（令和６年度人事院年次報告書より）

（年度）

460 476 446 489 477 
567 

845 858 895 
801 
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1,575 1,601 1,608 1,656 

1,754 
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0
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（人）

■年度末在職者数

◆新規採用者数

平成 令和

[給与]

・民間企業等での在職期間を国家公務員

として勤務した期間と同等に評価するこ

とや、前職の給与等を考慮することが可

能です。

・極めて高度な専門性を有する特定任期

 付職員については、その俸給を事務次官

 と同額まで支給することが可能です。

任 期 付 採 用

「官民人事交流推進ガイドブック」の作成・配布

近年交流派遣が伸び悩んでいる現状等を踏まえ、官民交流に前向きな府省や企業

を対象に官民の現状や課題、ニーズ等を把握し、交流派遣を始めるにあたっての各種

ノウハウ等をまとめたガイドブックを作成しました。当該ガイドブックを周知するなど交流

派遣が積極的に活用されるよう、各府省への働きかけを行っております。

交流派遣経験者の「ショート動画」を作成・発信

交流派遣をキャリア形成の一部として認知拡大を

図るため、その魅力を効果的に発信するためのツール

として、ショート動画を作成し、ＳＮＳ等で広く発信して

おります。

官 民 人 事 交 流

民間人材の採用・活用に関する情報

人事院ホームページ（民間人材の採用・企業との人事交流関連） 【右記二次元コード】

民間人材の採用等に関する制度の紹介（制度別の任用・給与等の取扱い等）、人事院が最近行っ

た取組の概要を掲載しています。

民間人材採用サポートデスク（各府省の相談や照会へのワンストップ窓口）

minkan-supportdesk-hsym@jinji.go.jp

直近の取組

9
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Ⅱ
 
派
遣
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Ⅰ

役
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段

階

別

研

修

人事院は、全体の奉仕者たる国家公務員を育成するという理念の下、全府省の職員を対象とした研修を実施しています。

   各府省に対し、時代に対応した魅力的な研修を提供するため、随時改善に取り組んでおり、近年は、マネジメント能力の

向上や職員のキャリア形成支援に力を入れています。

２． 地方機関職員研修
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級
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６人材の育成

行 政 官 長 期 在 外 研 究 員 制 度

行 政 官 短 期 在 外 研 究 員 制 度

行 政 官 国 内 研 究 員 制 度
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修
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）

行政フォーラム
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課

長

補

佐

級

（

国

際

コ

ー

ス

）

課

長

補

佐

級

（
女
性
管
理
職
養
成
コ
ー
ス
）

課

長

補

佐

級
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女性職員のためのキャリア支援研修（再掲）

幹部に対する役割認識の徹底のための研修

パーソネル・マネジメント・セミナー

多様な人材の活躍のためのオンラインセミナー

実 務 経 験 採 用 者 研 修

共働き・共育て時代の両立・キャリア支援セミナー

各府省内キャリアコンサルタント養成研修
課長補佐級・係長級職員のための

マネジメントスキル基礎研修
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オンボーディング支援
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女性職員のためのキャリア支援研修
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その他

研修担当官能力向上研修 今後の公務を見据えた研修
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遣
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人事院は、全体の奉仕者たる国家公務員を育成するという理念の下、全府省の職員を対象とした研修を実施しています。

   各府省に対し、時代に対応した魅力的な研修を提供するため、随時改善に取り組んでおり、近年は、マネジメント能力の

向上や職員のキャリア形成支援に力を入れています。
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理
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部
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（
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区
機
関
局
部
長
級
）
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共働き・共育て時代の両立・キャリア支援セミナー

各府省内キャリアコンサルタント養成研修
課長補佐級・係長級職員のための

マネジメントスキル基礎研修

多様な人材活躍の推進

オンボーディング支援

昇任時相談窓口等体験研修 キャリア支援研修３０
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課
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行政研修

公務員倫理を考える

事例研究などを通じて、倫理的な行動の在り方について検討し、

実践への動機付けを図る。

行政政策事例研究

歴史的意義の大きい行政事例を題材とする講義や討議を通じて、行政官として取るべき行動について多角的視点から考える。

派遣研修 各府省の行政官を国内外の大学院等に派遣する派遣研修制度を運営しています。

【行政官長期在外研究員制度】

派 遣 先 ： 外国の大学院（修士課程・博士課程）

期 間 ： １年又は２年（博士課程への進学の場合は延長可）

派遣者数 ： 140人（2025年度）
▲ティルブルフ大学（オランダ）にて

【行政官短期在外研究員制度】

派 遣 先 ： 外国の政府機関・国際機関等

期 間 ： １年以内

派遣者数 ： 22人（202５年度）
▲オックスフォード大学（英国）リーダー派遣にて

テーマ別研修等

▲人事院公務員研修所（埼玉県入間市）

202４年度派遣から新

設した「１年派遣コース」

の周知に努めています。

202４年度に新設した

管理職を短期間海外の

大学院に派遣する「リー

ダー派遣コース」をさら

に拡充しています。

【行政官国内研究員制度】

各府省の行政運営の中核を担うことが期待される職員等に、

府省の枠を超え「あるべき国家公務員」を目指す役職段階（係員級～幹部級）ごとの研修を実施しています。

【研修の特徴】

国民全体の奉仕者としての行政官に不可欠な知識・思索
・幅広い行政政策事例の多角的検証・府省横断的な政策課題の討議

・高い倫理感の形成、古典を通じた深い思索力のかん養

・国民生活の実態に触れる現場体験、マネジメント能力の向上

・今日的テーマ、問題意識に応える第一線の講師

研修員間の相互啓発
・グループ討議・意見交換・実習を重視した「参加型カリキュラム」

・各府省・民間企業・外国政府等からの「幅広い参加者」

【カリキュラム例】

派 遣 先 ： 国内の大学院（修士課程・博士課程）

期 間 ： １～３年

派遣者数 ： ２７人（202５年度）

年々派遣者数は増加し

ており、今後も派遣者数

拡充に向けた取組を進

めていきます。

▲政策研究大学院大学にて

職員のキャリア形成や人材育成等を研修等の側面で支援しています。

【キャリア支援研修20】

各府省の20代職員を対象に、自分のキャリアを主体的に考えるきっかけや新たな

気づきを得る場を提供しています。

【実務経験採用者研修】

各府省の民間企業等からの採用者を対象に、必要な知識や交流の場を提供するな

ど、公務員生活に適応し活躍するための支援をしています。

【国家公務員のスキル一覧】

新たな試みとして、国家公務員に求められるスキル（公務で獲得できるスキル）を

調査してスキル一覧を作成しています。人事院の研修企画や各府省の人材育成の

サポートに活用していきます。

11
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勤 務 時 間 ・ 休 暇 制 度

人事院は、職員の適正な勤務条件の確保のため、各種制度の整備を行っています。

〇 職員の基本的な勤務時間は、1週間当たり38時間45分・1日7時間45分

〇 原則全ての職員を対象として、フレックスタイム制等を活用した柔軟な勤務時間の設定が可能

〇 刑務官や海上保安官など365日24時間対応する必要がある業務に従事する職員は、交替制で勤務

時代に即した働き方の推進

勤 務 時 間 制 度 の 概 要

7 勤務環境の整備

ライフスタイルや働き方に対する価値観が多様化する中、個々の職員の事情に応じた柔軟な働き方を整備していく観点

から、以下のような取組を推進しています。

■ フレックスタイム制の見直し（令和７年４月）
土日のほかに週１日勤務しない日を設定できるようにしたほか、当日の勤務開始後でも、終業時刻等を変更できるように

しました。また、非常勤職員である期間業務職員がフレックスタイム制を活用できるようにしました。

働きやすさと成長が両立し、多様な人

材が挑戦できる公務を目指し、取組を推

進しています。

具体的には、職員のWell-beingや

「選ばれる」公務職場を実現するため、超

過勤務の縮減、時代に即した働き方の推

進、ゼロ・ハラスメントの実現などに取り

組んでいます。

■ 勤務時間の短縮等を可能とする新たな休暇の導入（令和８年度に措置内容を提示予定）
様々な事情を抱えながらも職員が継続して活躍できる勤務環境の整備を進めるため、勤務時間の短縮等を可能とする無

給の休暇の導入を検討しています。
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具体的には、職員のWell-beingや

「選ばれる」公務職場を実現するため、超

過勤務の縮減、時代に即した働き方の推

進、ゼロ・ハラスメントの実現などに取り

組んでいます。

様々な事情を抱えながらも職員が継続して活躍できる勤務環境の整備を進めるため、勤務時間の短縮等を可能とする無

給の休暇の導入を検討しています。

働きやすさと成長が両立し、多様な人

材が挑戦できる公務を目指し、取組を推

進しています。

具体的には、職員のWell-beingや

「選ばれる」公務職場を実現するため、超

過勤務の縮減、時代に即した働き方の推

進、ゼロ・ハラスメントの実現などに取り

組んでいます。
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超 過 勤 務 の 縮 減

長時間の超過勤務は、職員の心身の健康を損ない、組織の活力を低下させるだけでなく、「選ばれる」公務職場として

の魅力の低下にもつながることから、人事院としても、最重要課題の一つとして多方面からの取組を進めています。

原則（自律部署） 他律的業務（注）の比重が高い部署（他律部署）

月４５時間以下 月１００時間未満 ２～６箇月平均で８０時間以下

年３６０時間以下 年７２０時間以下 月４５時間超は年６箇月まで

（注） 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいいます。

▶ 超過勤務の縮減に向け、各府省を直接訪問して指導・助言等を行うとともに、各府省の実情に応じた伴走支援や調

査・指導の強化に取り組んでいます。また、超過勤務の縮減状況を把握し、国会を始めとする関係各方面に理解と

協力をお願いしています。

▶ 超過勤務命令を行うことができる上限は、人事院規則で次のように定められています。

各府省の健康管理体制の整備充実支援や心の健康の問題など職員の健康増進に取り組んでいます。

＜主な施策＞

各府省の健康管理体制の整備充実に資するよう、産業保健スタッフの意見

交換会を実施（令和７年度～）

心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための「職員向け手引き」

及び「担当者向けマニュアル」を作成し、各府省に提供（令和７年度）

女性の健康に関する相談窓口を開設（令和７年度～）

職員が心の悩みを相談できる「こころの健康相談室」を開設。全窓口でオン

ライン相談可能

大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する場合には、上限の時間を
超えることができます。その場合には、各府省に事後的な検証を義務付けています。

■ 勤務間のインターバル確保

勤務の終了から次の勤務の開始までの間に一定の時間を空けることで
健康に重要な睡眠時間をはじめとする生活時間の確保を目的としています。

職員の健康増進

令和６年4月に各省各庁の長の努力義務規定を導入しました。その後、各府省における実態等に関する調査研究を行い、

その成果を踏まえ、令和７年１２月には課題の解消に資する取組例や毎日インターバルを確保することが難しい職場等に

おける対応を各府省に示すなど、より実効性のあるインターバル確保に向けた取組を進めています。

兼業制度の見直し

人事院は、職員が営利企業の役員等を兼ねたり、自営業を行う場合の兼業承認の基準を整備するとともに、各府省

における承認の支援に取り組んでいます。令和８年４月には、職員の自己実現や社会課題の解決につながる自営兼業

を可能とするため、承認基準を新設しました。
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妊娠、出産、育児、介護と仕事の両立支援のための制度

育児や介護などを行いながら安心して働き続けられるよう、育児休業や介護休暇をはじめとする各種支援制度の

充実を進めています。

休業・休暇

育児休業 • 子が３歳になるまで（原則2回）

（さらに、産後パパ育休も２回まで取得可）

介護休暇 • 家族１人につき６月まで（３回まで分割可）

（異なる要介護状態になった場合には再取得可）

育児短時間勤務 • 子の小学校就学前まで

（ハーフタイムなど）

育児時間 • 子の小学校就学前まで

（１日に２時間まで又は１年に10日相当の時間まで）

介護時間 • 家族１人につき３年まで（１日２時間まで）

（異なる要介護状態になった場合には再取得可）

保育時間 • 子が1歳になるまで

（1日2回それぞれ30分まで）

出生サポート休暇 • 不妊治療に係る通院等のため1年に5日

（体外受精や顕微授精を受ける場合は更に５日加算）

産前・産後休暇 • 産前：産前6週間前から出産日まで

• 産後：出産日の翌日から8週間を経過する日まで

配偶者出産休暇 • 妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間

までの期間において２日

育児参加休暇 • 妻の産前6週間前の日から出産の日以後１年までの

期間において５日

子の看護等休暇 • 1年に5日（子の小学校３年生修了前まで）

（小学校３年生修了前の子が2人以上であれば10日）

短期介護休暇 • 1年に5日

（要介護家族が2人以上であれば10日）

※ 色は無給、 色は有給

勤務時間の変更

フレックスタイム制 • 土日のほかに週１日勤務しない日も設定可

早出遅出勤務 • いくつかの勤務時間帯のパターンから希望

するものを選択

超過勤務・深夜勤務の回避

深夜勤務の制限

• １月に２４時間、１年に１５０時間まで超過勤務の制限

超過勤務の免除

（年度）令和

注１ 「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」（令和２年度～令和６年度）による。

注２ 令和６年度の「取得率」は、令和６年度中に子が生まれた職員（育児休業の対象職員に限る）の数（ａ）に対する同年度中に最初の育児休業をした職員数（ｂ）

の割合（ｂ／ａ）。（ｂ）には、令和５年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令和６年度になって最初の育児休業をした職員が含まれるため、取

得率が100％を超えることがある。

国家公務員の育児休業取得率の推移
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妊娠、出産、育児、介護と仕事の両立支援のための制度

育児や介護などを行いながら安心して働き続けられるよう、育児休業や介護休暇をはじめとする各種支援制度の

充実を進めています。

休業・休暇

育児休業 • 子が３歳になるまで（原則2回）

（さらに、産後パパ育休も２回まで取得可）

介護休暇 • 家族１人につき６月まで（３回まで分割可）

（異なる要介護状態になった場合には再取得可）

育児短時間勤務 • 子の小学校就学前まで

（ハーフタイムなど）

育児時間 • 子の小学校就学前まで

（１日に２時間まで又は１年に10日相当の時間まで）

介護時間 • 家族１人につき３年まで（１日２時間まで）

（異なる要介護状態になった場合には再取得可）

保育時間 • 子が1歳になるまで

（1日2回それぞれ30分まで）

出生サポート休暇 • 不妊治療に係る通院等のため1年に5日

（体外受精や顕微授精を受ける場合は更に５日加算）

産前・産後休暇 • 産前：産前6週間前から出産日まで

• 産後：出産日の翌日から8週間を経過する日まで

配偶者出産休暇 • 妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間

までの期間において２日

育児参加休暇 • 妻の産前6週間前の日から出産の日以後１年までの

期間において５日

子の看護等休暇 • 1年に5日（子の小学校３年生修了前まで）

（小学校３年生修了前の子が2人以上であれば10日）

短期介護休暇 • 1年に5日

（要介護家族が2人以上であれば10日）

※ 色は無給、 色は有給

勤務時間の変更

フレックスタイム制 • 土日のほかに週１日勤務しない日も設定可

早出遅出勤務 • いくつかの勤務時間帯のパターンから希望

するものを選択

超過勤務・深夜勤務の回避

深夜勤務の制限

• １月に２４時間、１年に１５０時間まで超過勤務の制限

超過勤務の免除

（年度）令和

注１ 「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」（令和２年度～令和６年度）による。

注２ 令和６年度の「取得率」は、令和６年度中に子が生まれた職員（育児休業の対象職員に限る）の数（ａ）に対する同年度中に最初の育児休業をした職員数（ｂ）

の割合（ｂ／ａ）。（ｂ）には、令和５年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令和６年度になって最初の育児休業をした職員が含まれるため、取

得率が100％を超えることがある。

国家公務員の育児休業取得率の推移
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ゼロ・ハラスメントの実現

実際に発生した災害の概要をまとめた事例集を配布して類似災害の再発防止に努め、とりわけ死亡事故などの重大

災害の予防措置を徹底するよう指導を行うなど、職場の安全管理の推進に取り組んでいます。

仕事や通勤による災害に対する補償（災害補償）

仕事や通勤の途中に災害を受けた職員やその遺族の生活をサポートするため、公務災害・通勤災害として認定し、療

養等に必要な費用を支給するための基準・手続等を整備しています。また各府省における認定・支給が円滑に行われる

よう支援しています。

安全管理対策の推進

人事院規則において、職員の責務として、ハラスメントをしてはならないと規定

▶ 各府省にハラスメントの防止、ハラスメントを受けた職員の救済を義務付け

▶ 幹部・管理職員を対象としたハラスメント防止研修

▶ 各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの実施

▶ パワー・ハラスメントに関して想定される事例を映像化して

解説を加えた研修動画を作成

▶ 各府省のハラスメント相談員を対象とした相談窓口を設置

▶ カスタマー・ハラスメント対策について必要となる取組の検討

ハラスメント防止対策

▶ 毎年12月４日から10日を「国家公務員ハラスメント防止週間」と設定し、各府省に取組を

求め、人事院も講演会等を実施

▶ 全職員向けにハラスメントの基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材を

作成

▶ 国家公務員のハラスメント防止等に関するQ＆Aを作成、HPで公開

国家公務員ハラスメント防止週間

誰もが尊重され、能力を発揮できる勤務環境を目指し、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメント、パワー・ハラスメントの防止等に関する規定を整備するとともに、ハラスメントが起こらず、仮に起きた

場合には迅速かつ適切に対処・解決できる職場づくりに取り組んでいます。

人事院ハラスメント防止動画
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���ハラスメント���

実�に発�した��の�要をまとめた事例�を��して����の�発防止に�め、とり�け��事�な�の重�
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�等に必要な�用を��するための基�・��等を整備しています。また各府省における�定・��が��に��れる

����しています。

����対策���

人事院規則において、職員の責務として、ハラスメントをしてはならないと規定

▶ 各府省にハラスメントの防止、ハラスメントを受けた職員の救済を義務付け

▶ 幹部・管理職員を対象としたハラスメント防止研修

▶ 各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの実施

▶ パワー・ハラスメントに関して想定される事例を映像化して

解説を加えた研修動画を作成

▶ 各府省のハラスメント相談員を対象とした相談窓口を設置

▶ カスタマー・ハラスメント対策について必要となる取組の検討

ハラスメント防止対策

▶ 毎年12月４日から10日を「国家公務員ハラスメント防止週間」と設定し、各府省に取組を

求め、人事院も講演会等を実施

▶ 全職員向けにハラスメントの基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材を

作成

▶ 国家公務員のハラスメント防止等に関するQ＆Aを作成、HPで公開

国家公務員ハラスメント防止週間

誰もが尊重され、能力を発揮できる勤務環境を目指し、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメント、パワー・ハラスメントの防止等に関する規定を整備するとともに、ハラスメントが起こらず、仮に起きた

場合には迅速かつ適切に対処・解決できる職場づくりに取り組んでいます。

人事院ハラスメント防止動画
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職員の採用年次や合格した採用試験の種類にとらわれず、能力・実績に基づく人事管理が行われるよう、人事評価

の結果を任免や給与へ活用するための仕組みを整備し、各府省における適切な活用を推進しています。

人事評価制度の基本的枠組み

職員の能力・実績の的確な把握による適材適所の
人材配置、メリハリのある給与処遇を実現

それぞれ
原則として6段階

で絶対評価

職務遂行に当たり発揮した能力

（評価項目に照らした行動）
を評価

（本府省課長補佐の例）
倫理、判断、説明・調整等

能力評価 （年１回）

職務遂行に当たり挙げた業績

（業績目標に照らした達成度）
を評価

組織として達成すべきミッションを踏まえ、
職員が期首に設定

業績評価 （年2回）

評価過程のコミュニケーションを通じて
職員の強み・弱みを把握。フィードバックにより
職員の成長を促し、組織パフォーマンスを向上

人事評価の流れ （基本的なパターン）

期首 期中 期末

期首面談 業務遂行
達成状況等の

自己申告
評価・調整等

評価結果の
開示

期末面談

評価者 被評価者・

目標内容の明確化・

認識の共有を行い、

目標等を設定

被評価者

目標等を踏まえた

業務を遂行

評価者

評価事実を収集、

フィードバックを実施

被評価者

目標の達成状況等

を評価者に申告

評価者

評価

（評価に不均衡が

あれば調整の上）確定

評価者

確定した評価結果

を被評価者に開示

評価者

評価結果や評価事

実に基づき、

被評価者にフィード

バックを実施

人事評価の実施と評価結果の活用サイクル

卓越して
優秀

非常に
優秀

優良 良好
やや
不十分

不十分

8 能力・実績に基づく人事管理～人事評価の活用～
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成績区分（成績率） 人員分布率 業績評価

特に優秀 (125.25/100以上３１8.75/100以下) 30％以上
（うち「特に優秀」

5％以上）

以上

優秀 (113．7５/100以上125.25/100未満) 以上

良好 （１０2.25/100） ― 以上

良好でない （93．7５/100以下） ― 以下

本省課長級未満への昇任 本省課長級への昇任 指定職級への昇任

能
力
評
価

〈直近２回の評価結果〉

１回 以上

〈直近２回の評価結果〉

１回 以上

〈直近２回の評価結果〉（順不同）

１回 以上、１回 以上

業
績
評
価

〈直近４回の評価結果〉

１回 以上

〈直近４回の評価結果〉

１回 以上

〈直近４回の評価結果〉

１回 以上
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１年分の人事評価結果に基づいて昇給区分が決定されます。（昇給日：１月１日）

昇給への活用

※ 課長補佐級及び係長級の職員
（５５歳を超えない職員）の場合

人事評価
（１年分）

能力評価

業績評価（２回分）

＋

昇給区分 A B C（標準） D E

昇給号俸数 ８号俸以上 ６号俸 ４号俸 ２号俸 ０号俸

決定できる職員の上限割合 ５％ 20％

昇給区分A・Bは、能力評価結果と業績評価結果（２回分）の組合せの要件

を満たす者の中で組合せが上位のグループから順に決定されます。

３27,7００円

３25,5００円

３23,1００円

３2０,6００円

318,0００円

３級４６号俸

３級４２号俸

３級38号俸

○行政職俸給表（一）[係長級]
３級38号俸 （318,000円）
からの昇給の例

直近の業績評価の結果に基づいて成績区分・成績率が決定されます。

勤勉手当（ボーナス）への活用
※ 課長補佐級以下の職員の場合

※ 成績率は令和8年４月時点

非常に
優 秀

優良

良好

評語が上の者から順に決定

任命権者は、次の官職の区分ごとに、人事評価（能力評価及び業績評価の結果）がそれぞれの要件を満たす者の中から、

最適任者を昇任させることができます。

昇任への活用

優良

優良

優良

非常に
優秀

非常に
優秀

非常に
優秀

優良

※ 「やや不十分」又は「不十分」がある場合は昇任不可

※ 係長級への昇任の場合は要件が緩和されます

職員の能力評価又は業績評価の全体評語が「不十分」の段階の場合、そのほか勤務実績がよくないと認められる場合

（※）であって、職員の上司が指導等を繰り返し行ったにもかかわらず矯正されなかった場合には、分限処分が行われ

ます。

※ 「勤務実績がよくないと認められる場合」の検討要素には、能力評価又は業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階である場合が含まれます。

分限処分（降任・免職・降給）への活用

やや
不十分

業績評価（2回・順不同）

卓越して
優秀

卓越して
優秀

非常に
優秀

卓越して
優秀

非常に
優秀

優良
卓越して
優秀

非常に
優秀

優良 良好

卓越して
優秀

非常に優秀 優良 良好

能
力
評
価
（
1
回
）

卓越して
優秀 １位グループ

非常に
優秀 ２位グループ

優良

良好

＋2,6００円

＋5,1００円

＋7,5００円

＋9,7００円

17



18

国家公務員給与の種類

（民間企業の基本給に相当）

俸 給

• 扶養手当

• 通勤手当

• 在宅勤務等手当

• 地域手当（民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給）

• 広域異動手当

• 俸給の特別調整額（民間企業の管理職手当に相当）

• 本府省業務調整手当

• 超過勤務手当

• 住居手当

• 単身赴任手当

等

手 当

• 期末手当

• 勤勉手当

ボーナス

■ 職務給の原則

▶ 国家公務員の給与は、仕事の種類や、複雑・困難さ・責任の度合いに応じて決定されます。

▶ 仕事の種類（行政職、公安職、医療職など）に応じた17の俸給表があり、そのうちいずれかの俸給表が適用されます。

▶ 俸給表には職務の複雑・困難さ・責任の度合い（係員、係長、課長など）に応じた職務の級が定められています。

■ 成績主義の原則

▶ 昇格（上位の職務の級に変更すること）・昇給（上位の号俸に変更すること）は、勤務成績・能力に応じて決定されます。

勤勉手当についても、勤務成績に応じて支給される仕組みとなっています。（１７ページ参照）

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

代表官職
※本府省の例

係員 主任 係長 課長補佐 室長 課長

号俸

1

2

3

4

5

6

7

8

9

：

XXX,XXX

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...

...

...

...

...

...

...

...

...

：

...
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• 特殊勤務手当

行政職俸給表(一)（民間企業の事務・技術職に相当）の例

9適正な給与の実現

国家公務員の給与は、俸給（基本給）とそれ

を補完する諸手当から構成されています。

国家公務員の給与水準は、月例給及びボー

ナス双方の支給実績を調査し、それぞれ民間

給与との均衡を図った上で決定しています。

月例給のうち、俸給と諸手当の配分は、公

務における人事管理上の必要性等を踏まえて

決定しています。
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給与勧告は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること（民間準拠）を基本としてい

ます。

19

給 与 勧 告

国家公務員は労働基本権の制約を受け労使交渉ができないことから、その代償措置となるのが給与勧告です。

情勢適応の原則

給与勧告の手順

• 企業規模５０人以上

かつ事業所規模５０

人以上の事業所を

調査

4月分給与

約２５万人
新規採用者等を除く

全員を対象

• 母集団事業所

約59,200事業所

のうち、約11,900

事業所を対象

4月分給与

約50万人を対象

給与改定や
諸手当の支給状況

ボーナス
（前年８月から当年７月まで）

国家公務員の特別給の支給月数と
民間の特別給の支給割合を比較（※）

各地域において

有識者、中小企業

経営者等と意見交換

国 会
（給与法の改正）

内 閣
勧告の取扱い

決定
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※ 企業規模１００人以上は民営事業所全体の無期雇用者数の過半数をカバー
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令和７年給与勧告のポイント

民間企業の賃上げの状況等を反映し、平均15,014円(3.62％)のベースアップ

月例給 期末・勤勉手当（ボーナス）

改定率（額） 年間支給月数 対前年比増減

令和３年 改定なし 4.３０月 △0.１5月

令和４年 0.23％ （921円） 4.４０月 0.１０月

令和５年 0.96％ （3,869円） 4.5０月 0.１０月

令和6年 2.76％ （11,１８３円） 4.6０月 0.１０月

令和７年 ３.6２％ （15,014円） 4.65月 0.０5月

【参考】 モデル給与例 ［令和７年勧告後］

係員地
方
機
関

本
府
省

22歳
（一般職試験（大卒）初任給）

3８４.4万円

係長 35歳 ５０６.６万円

課長 50歳 7０８.５万円

係員 22歳
（総合職試験（大卒）初任給）

4９４.２万円

課長補佐 35歳 ８１８.６万円

課長 50歳 1,４４７.３万円

■ 令和７年の給与改定

採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引上げ

ボーナスを0.05月分引上げ（4.60月→4.65月）

【総合職(大卒)】242,000円（＋5.2％) 【一般職(大卒)】232,000円（＋5.5％）
【一般職(高卒)】200,300円（＋6.5％）

若年層に重点を置きつつ、その他の職員も前年を大幅に上回る引上げ改定

採用市場での競争力確保のため、官民給与の比較方法を見直し（１９ページ参照）
令和７年は見直し後の方法で比較

※本府省採用の総合職(大卒)は30万円を超える初任給に（301,200円)
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優秀な人材の確保に向け、新たな人事制度を検討

■ 職務・職責をより重視した新たな給与体系の構築等

本府省業務調整手当を拡充

幹部・管理職員を支給対象に追加。課長補佐級の手当額を10,000円、係長級以下の手当額を2,000円引上げ

※上記額に加え、超過勤務手当（課長を除く）や住
居手当等も別途支給

         

先行して次の見直しを実施

・採用市場での競争力確保のため、官民給与の比較方法を見直し（前掲）

・業務の特殊・困難性の高まりに伴い、本府省業務調整手当を拡充（前掲）

・職務・職責に見合った処遇確保のため、在級期間に係る制度を廃止 等

例えば、
・ 役職段階等により職務や職責に応じた簡素な号俸構成
・ 時々の職務・職責の変化に応じ水準調整が可能な仕組み
・ 参照すべき民間企業の業種・規模等の水準を踏まえた給与

職務・職責をより重視した給与体系

・ 時間に縛られない働き方の導入
・ メリハリと納得性のある人事評価に基づく任用の在り方

勤務時間・任用等

         

特に幹部･管理職員を中心とした政策の企画立案や高度な調整等に関わる職員の新制度は、次の事項を一体的に検討

採用後の役割や活躍に応じて給与が上昇し、職員の職務や公務への貢献にふさわしい給与水準へ
         ・ 高い能力・実績のある人材が登用され、より職務・職責に見合った給与が支給される体系とすることが重要

令和７年８月７日 石破首相（当時）に勧告を手渡す
川本総裁（写真提供：内閣広報室）

����給与��の����

�間��の���の��等を��し���15,014�(3.62�)の������

令和７年８月７日 石破首相（当時）に勧告を手渡す
川本総裁（写真提供：内閣広報室）

月例給 ��・��手当（����）

���（�） 年間支給月� ��年���

令和�年 ��なし 4.��月 �0.１5月

令和�年 0.23� （921�） 4.��月 0.１�月

令和�年 0.96� （3,869�） 4.5�月 0.１�月

令和6年 2.76� （11,１８��） 4.6�月 0.１�月

令和７年 �.6�� （15,014�） 4.65月 0.�5月

�参�� ���給与例 �令和７年勧告後�

�員 22�
（��職��（��）�任給）

3８�.4��

�� 35� ���.���

�� 50� 7�８.���

�員 22�
（総合職��（��）�任給）

4９�.���

���� 35� ８１８.���

�� 50� 1,��７.���

■ ����の給与��

採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引上げ
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【総合職(大卒)】242,000円（＋5.2％) 【一般職(大卒)】232,000円（＋5.5％）
【一般職(高卒)】200,300円（＋6.5％）

若年層に重点を置きつつ、その他の職員も�年を大幅に上回る引上げ改定

採用市場での競争力確保のため、官民給与の比較方法を見直し（１９ページ参照）
令和７年は見直し後の方法で比較

※本府省採用の総合職(大卒)は30万円を超える初任給に（301,200円)
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先行して次の見直しを実施
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※上記額に加え、超過勤務手当（課長を除く）や住
居手当等も別途支給
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■ 職務・職責をより重視した新たな給与体系の構築等

本府省業務調整手当を拡充

幹部・管理職員を支給対象に追加。課長補佐級の手当額を10,000円、係長級以下の手当額を2,000円引上げ

※上記額に加え、超過勤務手当（課長を除く）や住
居手当等も別途支給

����給与��の����

�間��の���の��等を��し���15,014�(3.62�)の������

令和７年８月７日 石破首相（当時）に勧告を手渡す
川本総裁（写真提供：内閣広報室）

月例給 ��・��手当（����）

���（�） 年間支給月� ��年���
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職務・職責をより重視した給与体系

・ 時間に縛られない働き方の導入
・ メリハリと納得性のある人事評価に基づく任用の在り方

勤務時間・任用等
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幹部・管理職員を支給対象に追加。課長補佐級の手当額を10,000円、係長級以下の手当額を2,000円引上げ
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居手当等も別途支給

若年層に重点を置きつつ、その他の職員も前年を大幅に上回る引上げ改定
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国家公務員は、労働基本権が制約される代わりに、人事院勧告制度を中核とする代償措置が講じられています。

労働基本権の付与状況

区分 団結権
団体交渉権

争議権
協約締結権

国
家
公
務
員

給与法適用職員 ○
△

（交渉は可能）
× ×

警察職員、海上保安庁職員、
刑事施設職員

× × × ×

行政執行法人職員 ○ ○ ○ ×

（注） ○印は認められているものを、△印は一部制約されているものを、×印は制約されているものを示す。

ＩＬＯ第９８号条約 （団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約） との関係

ILOは、国の行政に従事する公務員については団体交渉権等を制約することを認め、その場合には労働者の十分

な利益保護のための適切な保障が確保されることを求めています。

諸外国の国家公務員の給与改定方式

1. 労使交渉によらず国が給与を決定する場合

▶ アメリカの連邦公務員については、俸給の改定率（算出式）は法律に規定され、地域均衡給は大統領給与エー

ジェントが勧告し、大統領が決定

▶ イギリスの上級公務員については、上級公務員給与審議会が勧告し、首相が決定

▶ ドイツの官吏については、政府が労働組合の意見を聴取した上で法案提出、議会が決定

2. 労使交渉を行い労働協約を締結する場合

▶ イギリスの一般職員については、給与歳出枠の範囲内で配分交渉を実施し、労働協約を締結

▶ ドイツの公務被用者については、労働協約の効力は予算措置の有無に左右されないが、実質的に予算との調

整を図り交渉を実施し、労働協約を締結

3. 労使交渉を行うことはあるが、労働協約は締結できない場合

▶ フランスの公務員については、争議行為が認められているが、労使交渉を行うか否かは政府の判断によると

され、一般に政令等の改正により改定

判決に見る人事院勧告の意義

人事院勧告制度は、最高裁の判決において、労働基本権制約の代償措置であるとされています。

【全農林警職法事件判決 （最高裁大法廷 昭和４８年４月２５日）】

全農林警職法事件は、全農林労組の幹部が争議行為への参加をあおったなどの理由により国家公務員法違

反の罪に問われたもので、裁判では国家公務員法による労働基本権の制限の合憲性が問われました。

判決では、憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、公務員の地位の特殊性と職務の公共

性に鑑みると、必要やむを得ない限度の制限を加えることは十分な理由があるとし、国家公務員法が身分、任

免、服務、給与等の勤務条件について周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として、準司法機関的

性格をもつ人事院を設けていること、人事院が給与等の勤務条件について国会及び内閣に勧告することなど

の代償措置が講じられていることを前提に、労働基本権の制約を合憲としています。

労働基本権と人事院勧告の意義 10
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高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用

少子高齢化が急速に進展する中において、高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用に向けた取組を推進してい

ます。平成３０年８月、人事院は、定年を段階的に６５歳に引き上げること等を内容とする意見の申出を行い、そ

の内容を踏まえた国家公務員法等の一部を改正する法律が令和５年４月１日から施行されました。定年の段階的な

引上げに併せて、新たに役職定年制や定年前の短時間勤務制を導入しています。

定年年齢を６０歳から段階的に６５歳へ引上げ

ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、６５歳を超える特例定年を措置

新陳代謝を確保し組織活力を維持するため、役職定年制を導入

▶ 管理監督職を占める職員は、６０歳に達した日後における最初の４月１日までに管理監督職以外の官職に降任

又は降給を伴う転任

▶ 役職定年による降任等により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、例外的に引き続き管理監督職とし

て勤務させることが可能

６０歳を超える職員の希望に基づく短時間勤務を可能とし、多様な働き方を実現

▶ 任 期：定年退職日相当日まで

▶ 勤務形態：短時間勤務（週15時間30分から31時間までの範囲内の時間）

民間の実情等を踏まえ、当分の間、６０歳超の職員の給与を６０歳前の７割水準に設定

▶ 俸給月額は、原則として、６０歳前の７割に引下げ

▶ 諸手当のうち俸給月額の水準と関係するものも６０歳前の７割水準

▶ 任 期：１年以内（65歳到達年度までは更新可）

▶ 勤務形態：フルタイム（週38時間45分）又は短時間勤務（週15時間30分から31時間までの範囲内の時間）

※ 定年の段階的引上げ期間中は、下記暫定再任用制度により６５歳までの任用が可能

～令和４年度
令和５年度
～６年度

令和７年度
～８年度

令和９年度
～１０年度

令和１１年度
～１２年度

令和１３年度～
【完成形】

定 年
60歳

【旧定年】
6１歳 62歳 63歳 64歳 65歳

生涯設計支援

４０歳～５０歳台の職員を対象に「生涯設計セミナー」を実施しています。定年の段階的引上げに伴う上記の諸

制度、年金、定年後の生活環境の変化や収支等に関する情報提供を行うとともに、参加者同士による意見交換を通

して、定年を見据えた生涯設計について自ら考える機会を提供しています。
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11 高齢層職員の能力及び経験の活用

定年の段階的引上げ （令和５年度～１３年度）

役職定年制 （管理監督職勤務上限年齢制）

定年前の短時間勤務制

６０歳を超える職員の給与

暫定再任用制度（定年の段階的引上げ期間中の経過措置）
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服務上の義務

23

国民全体の奉仕者としての服務規律

国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することから、民間企業の勤労者とは異なり、服務

上の義務や制約が法律で規定されています。

 服務の宣誓

 信用失墜行為の禁止

 政治的行為の制限

これらの義務に違反すると、懲戒処分（免職、停職、減給、戒告）の対象となります。

懲戒処分を受けると、ボーナスや昇任などにも影響します。

また、秘密を守る義務に違反した場合などは刑事罰の対象にもなります。

標準的な処分量定の例

非違行為 免職 停職 減給 戒告

故意の秘密漏えい ● ●

部下職員が行った非行の隠ぺい、黙認 ● ●

虚偽報告 ● ●

パワー・ハラスメント
（相手を精神疾患に罹患させたもの）

● ● ●

酒酔い運転による人身事故 ●
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（人）

２５２
２３４

規律の保持 12

 法令・上司の命令に従う義務

 秘密を守る義務

 私企業からの隔離

 争議行為の禁止

 職務に専念する義務

 他の事業又は事務の関与制限

２49
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職員の利益の保護と公正な人事管理を確保する公平審査制度

公平審査は、職員が、懲戒処分や分限処分などの不利益処分を受けたことに不服がある場合、勤務条件に関して適当

な行政上の措置を求めたい場合、公務災害の認定等や給与の決定に不服がある場合に、それぞれ所定の審査手続に

従って行われるものです。人事院は制度の趣旨にのっとり、事案の適切かつ迅速な処理に努めています。

不利益処分についての審査請求

職員は、その意に反して降給、降任、休職、免職その他

著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けた場合、人事院

に対し、審査請求を行うことができます。

人事院は、事案ごとに公平委員会を設置して審理を行

わせ、委員会が作成した調書に基づき、処分の承認、修正

又は取消しの判定を行います。

給与の決定に関する審査の申立て

職員は、給与法の規定による給与の決定に苦情がある

場合、人事院に対し、審査の申立てを行うことができます。

人事院は、必要な審査を行った上で、更正又は棄却の

決定を行います。

勤務条件に関する行政措置の要求

職員は、人事院に対し、あらゆる勤務条件に関して適当

な行政上の措置を求めることができます。

人事院は、必要な審査を行った上で判定を行い、ある

いは、あっせんなどにより適切な解決を図ります。

災害補償の実施に関する審査の申立て等

職員は、実施機関の行った公務上の災害の認定等に不

服がある場合、人事院に対し、審査の申立て等を行うこと

ができます。

人事院は、災害補償審査委員会に審理を行わせ、委員

会が作成した調書に基づき判定を行います。

公平審査の種類別申立受付件数（令和６年度）

最近の事例

申立内容 要 旨

行政措置要求
（超過勤務手当未払
分を支給すること
及び超過勤務時間
の管理方法を改善

すること）

申請者が超過勤務を行ったが超過勤務手当が支給されていないと主張する時間のうち、申請者のログ等から業

務に従事していたと推認される時間について、当局は精査を行った上、所要の給与上の措置を講ずるべきであ

る。また、当局は超過勤務時間の管理の更なる徹底に努めるべきである。

申立内容 要 旨

災害補償審査
申立事案

（災害発生日）

申立人は、職場での出来事に遭遇して適応障害を発症したが、実施機関が、精神科を受診した日を災害発生日と

したことに対し、出来事があった日を災害発生日とすべきと主張した。精神疾患については、原則として初めて

医療機関を受診した日が災害発生日と扱われるところ、精神科の受診よりも前に総合診療科を受診して精神疾

患に係る一定の診断を受けていることから、総合診療科の受診日を災害発生日として、補償を行うべきと認め

られる。

13不利益救済

要求が認められたもの

ライフスタイルや働き方に対する価値観の多様化を踏まえ

た勤務環境の整備のためには、不服・苦情等への対応におい

ても、公平審査制度や苦情相談への対応方法を充実させ、

早期かつ終局的な解決をすることが求められます。

このような状況を踏まえ、公平審査制度や苦情相談をよ

り迅速かつ効果的なものとする方法について、現状の把握・

分析を進め、有識者の意見を聴取しながら検討しています。

不服・苦情等への対応の充実

申立てが一部認められたもの

24

10 8.8%

7 6.1%

2 1.

36 31.6

12 10.5%

47

41.2

19 16.7%

114
100.0%

13

懲戒処分

10件（8.8%）

分限処分

7件（6.1%）

その他

2件（1.８％）

行政措置要求

36件（31.6％）

災害補償審査申立て等

12件（10.5%）

給与決定

審査申立て

47件

（41.2％）

不利益処分審査請求
19件（16.7%）

総数
114件

（100.0%）

（注） 数値は端数処理の関係で合致しない場合がある。
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不利益救済
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25

勤務条件や勤務環境等に関する相談（苦情相談）

職員は、勤務条件やパワー・ハ

ラスメントを含む職場における

いじめ・嫌がらせ、人事評価に関

する不満等の人事管理全般につ

いて、電話やメールなどで人事

院（本院・地方事務局（所））に対

して相談をすることができます。

人事院は、助言等を行うほか、

相談者の了解の下に、各府省へ

事実関係の調査等の対応を求

めるなどの方法により、問題の

迅速かつ適切な解決を図ります。

相談者 人事院（職員相談員）

各府省の関係者

苦情相談の流れ

相 談

助 言 等

事実確認等の結果の連絡

事情聴取、照会その他の調査

報 告

改善指導

当事者間の話合い、
問題の解決

苦情相談の例

（相談の概要）

所属部署の幹部によるパワハラがひどく、複数の職員が精神を病み、仕事ができない状況になった。当該幹部は、自分がパワハラ
をしている自覚がなく、むしろ、精神を病んだ職員に非があると非難しており、職場環境が改善される見込みはない。

（相談への対応）

相談者の了解を得た上で、人事院から所属府省に相談内容を伝達し、事実関係の調査等必要な対応を依頼した。その後、所属府省
から、机を叩きながら大声で叱責するなどの行為者の威圧的な行為や暴言はパワハラに該当するとして、行為者に対して指導が行わ
れ、行為者の態度が改善されたこと、また、その後も上司が行為者の指導に当たるとともに、当該部署の職員に面談を行い精神面で
のケア等に応じているなどの報告があった。

事情聴取、照会

その他の調査

25
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38.1%

2 1. %

10 0.6

343

18.8%

235

12.9%

1 7.8%
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8.1%
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1,
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相談件数の推移

1,727

1,601

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

32 4 5 6

（件）

（年度）
令和

1,739

1,822

1,598

相談の内容別件数（令和６年度）

ハラスメント関係
612件（38.３%）

パワー・ハラスメント、

いじめ・嫌がらせ

550件
（34.4%）

（8.7%）

その他

139件

給与関係
121件（7.6%）

人事評価関係
61件（3.8%）

任用関係

209件

（13.1%） 勤務時間・休暇・

服務等関係

308件

（19.3%）

総数
1,598件

（100.0%）

健康
安全等関係
1４8件（9.2%）

セクシュアル・
ハラスメント

56件（3.5%）

妊娠、出産、育児又は
介護に関するハラスメント
6件（0.4％）
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「利害関係者」（許認可の申請者、所管行政や契約の相手方等）との間で以下の行為が禁止されています。

 金銭･物品等の贈与を受けること

 金銭の貸付けを受けること

 車による送迎等を受けること

 飲食の提供等の接待を受けること（自己の費用を負担して共に飲食することは可能）

 共に遊技・ゴルフや旅行をすること など

「利害関係者」以外の者との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることが禁止

されています。

 国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務執行に当たること

 職務や地位を私的利益のために用いないこと

 国民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと

 公共の利益の増進を目指し､全力を挙げて職務に取り組むこと

 勤務時間外でも､公務の信用への影響を認識して行動すること

3 報告のルール2 行動のルール

26

公務員の倫理の保持のために

国家公務員の倫理について、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程にルールが定められています。

その事務を担当する専門的な独立機関として国家公務員倫理審査会が人事院に置かれています。

倫理保持のための仕組み

１ 倫理行動規準

（理念・心構え）

倫理監督官（各府省事務次官等）
国家公務員倫理審査会

１ 倫理行動規準

２ 行動のルールの概要

３ 報告のルールの概要

職員の役職段階に応じて３種類の報告が義務付けられ、

倫理審査会は職務の執行の公正さの観点から、

送付された報告書の審査を行っています。

① 贈与等の報告

② 株取引等の報告 （本省審議官級以上の職員）

③ 所得等の報告

本省課長補佐級以上の職員
5千円を超える贈与等

前年一年間を通じて本省
審議官級以上の職員

提 出 写しの送付

閲覧請求

倫理審査会

国 民 等

①指定職以上の職員の分
②③全て

①のうち１件２万円を超えるもの

▲国家公務員倫理審査会
（左から 山田委員、あおい委員、秋吉会長、
山下委員、伊藤委員（人事官））

職 

員

各
省
各
庁
の
長
等

年
1
回
(
3
月
)

四
半
期
ご
と

���関���（���の�請�、所�行����の���等）との間�以下の行�が��されています。

�����等の贈与を�ける�と

��の�付けを�ける�と

�に�る送�等を�ける�と

��の提�等の��を�ける�と（��の��を�担して�に��する�とは��）

�に��・�ル���行をする�と な�

���関���以�の�との間�も、�会通念上�当と�められる程�を超えて�応��等を�ける�とが��

されています。

国�全�の����ある�とを��し、公正な職務執行に当たる�と

職務���を�的��のために�いない�と

国�の�����を���うな行�をしない�と

公�の��の��を�指し�全�を��て職務に取����と

�務�間��も�公務の���の��を��して行動する�と

3 報告のルール2 行動のルール
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公務員の倫理の保持のために

国家公務員の倫理について、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程にルールが定められています。

その事務を担当する専門的な独立機関として国家公務員倫理審査会が人事院に置かれています。

倫理保持のための仕組み

１ 倫理行動規準

（理念・心構え）

倫理監督官（各府省事務次官等）
国家公務員倫理審査会

１ 倫理行動規準

２ 行動のルールの概要

３ 報告のルールの概要

職員の役職段階に応じて３種類の報告が義務付けられ、

倫理審査会は職務の執行の公正さの観点から、

送付された報告書の審査を行っています。

① 贈与等の報告

② 株取引等の報告 （本省審議官級以上の職員）

③ 所得等の報告

本省課長補佐級以上の職員
5千円を超える贈与等

前年一年間を通じて本省
審議官級以上の職員

提 出 写しの送付

閲覧請求

職

員

倫理審査会各
省
各
庁
の
長
等 国 民 等

�

�

年
�
回
(�
月
)

�

四
半
期
ご
と

①指定職以上の職員の分
②③全て

①のうち１件２万円を超えるもの

14 倫理の保持

▲国家公務員倫理審査会
（左から 山田委員、あおい委員、秋吉会長、
山下委員、伊藤委員（人事官））
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▶ 公務員倫理ホットラインの設置

▶ 倫理的な組織風土の構築に向けた各府省等への支援

• 各府省等が設置する相談・通報窓口の体制整備

及び当該窓口の周知・利活用に関する支援

• 相談しやすい職場環境の構築に向けた取組の要請

27

倫理審査会では、 ｉ 「職員の倫理意識のかん養」、 ⅱ 「倫理的な組織風土の構築」、 ⅲ 「倫理法等違反への厳正かつ迅

速な対応」を主要な柱に据え、職員の職務に係る倫理を保持するための各種施策を実施しています。

ｉ 職員の倫理意識のかん養

▶ 「国家公務員倫理月間」の実施

• 全職員を対象とした研修の実施

• 標語の募集及びポスターによる啓発

• 倫理監督官等による職員への注意喚起

• 職場内での倫理に関する意見交換の実施

▶ 官房長等や地方機関の長等との懇談会の開催

▶ 倫理制度説明会の実施・制度説明動画の提供

▶ 倫理に係る研修講師の派遣

▶ 各種研修教材の作成・配布

▶ 「倫理に関するWeb講演会」の開催

▲国家公務員倫理に関するポスター（令和7年度）
（左：職員向け、右：事業者向け）

▲研修・広報資料
ⅱ 倫理的な組織風土の構築

ⅲ 倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応

▶ 倫理法・倫理規程違反事案に係る調査・懲戒手続の

実施、懲戒処分の承認等

▶ 事案処理に関する留意事項や違反防止策の各府省

への共有

倫理法等違反件数の推移
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▶ 国家公務員の職務の相手方となる事業者及び国民に対する広報

▶ 倫理保持施策の参考とするための意見聴取

（有識者からの意見聴取、各種アンケートの実施等）

広報、意見聴取の実施

URL：
郵送による通報・相談も受け付けています。

詳細はWEBサイトをご参照ください。

公務員倫理ホットライン

公 務 員 倫 理 ホ ッ ト ラ イ ン

令和

https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho.html

▶ 公務員倫理��ト�インの��

▶ 倫理�な����の��に�けた各��等�の��

• 各��等���する相談・通報��の����

及び����の��・���に�する��

• 相談��すい職���の��に�けた取�の��

27

倫理����は、 � �職員の倫理意識のか���、 ���倫理�な����の���、 ���倫理�等���の��か��

�な対��を��な�に��、職員の職務に�る倫理を保持するための各種施策を実施�ています。

� �員の倫理意�の���

▶ �国家公務員倫理���の実施

• �職員を対�と�た��の実施

• ��の��及び���ーによる��

• 倫理���等による職員�の�意��

• 職���の倫理に�する意見��の実施

▶ ���等��方��の�等との�談�の��

▶ 倫理�度���の実施・�度����の��
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▶ 各種����の�成・��
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▶ 国家公務員の職務の相手方となる事業者及び国民に対する広報

▶ 倫理保持施策の参考とするための意見聴取

（有識者からの意見聴取、各種アンケートの実施等）

広報、意見聴取の実施

郵送による通報・相談も受け付けています。

詳細はWEBサイトをご参照ください。

公務員倫理ホットライン

公 務 員 倫 理 ホ ッ ト ラ イ ン

令和

https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho.html

0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324252627282930 2 3 4 5 6(年度)元
平成 令和

URL：
郵送による通報・相談も受け付けています。

詳細はWEBサイトをご参照ください。

公務員倫理ホットライン

公 務 員 倫 理 ホ ッ ト ラ イ ン

https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho.html
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28

人事院総裁賞は、国民全体の奉仕者として、新しい価値の

創出、迅速な課題対応、持続的な制度運営などの取組によ

り、行政サービスや国民生活の向上に顕著な功績を挙げ、国

民の期待に応えた国家公務員を表彰するものです。

受賞者は、各界有識者からなる選考委員会における厳正

な審査・選考を経て決定され、授与式の後、天皇皇后両陛下

に御接見を賜っています。

▲人事院総裁賞授与式の模様（令和８年２月）

【令和７年度の受賞者】

▲ 天皇陛下御即位に伴う祝賀御列の儀における護衛の様子

▲ 押収した大麻▲ 医療チームによる医療活動の様子

▲ ガバメントソリューションサービスの全体像

職 域 部 門

外務省 ミャンマー地震対応チーム
（海外緊急展開チーム及び国際緊急援助隊医療チーム）

厚生労働省地方厚生局麻薬取締部、
海上保安庁、財務省税関

デジタル庁 省庁業務サービスグループ
ガバメントソリューションサービス班

警察庁 皇宮警察本部 赤坂護衛署

藤本 龍昌氏

個 人 部 門

人事院総裁賞 15

国土交通省 中国運輸局
トラック・物流Gメン

▲ 他地域の運輸局との合同パトロールの様子

○ 各受賞者の詳細については、人事院ホームページ上の「人事院総裁

賞」をご参照ください。

（https://www.jinji.go.jp/sousai/main.html）

○ 各受賞者へのインタビューの様子については、YouTube動画「第3

８回人事院総裁賞受賞者インタビュー」をご覧ください。

（https://youtu.be/MPIvDjimGFI?si=b7GSK3SlrPlH39J0）

画像差し替え
（昨年度写真と同サイズ）

画像差し替え
（昨年度写真と同サイズ）

画像差し替え
（昨年度写真と同サイズ）

画像差し替え
（昨年度写真と同サイズ）

画像差し替え
（昨年度写真と同サイズ）

画像差し替え
（昨年度写真と同サイズ）

28

 15

G

https://www.jinji.go.jp/sousai/main.html

YouTube 3

https://youtu.be/MPIvDjimGFI?si=b7GSK3SlrPlH39J0
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国際連合

143人

(40.4%)

その他の国際機関

121人

(34.2%)

外国政府

65人

(18.4%)

研究所14人

(4.0%)

指令で定める機関

11人

(3.1%)

29

国際協力・国際交流の推進

行政官の相互派遣等による国際交流や諸外国の人事行政の発展に向けた国際協力に積極的に取り組んでいます。

毎年多くの職員が国際機関や外国政府に派遣され、国際協力に取り組んでいます。

海外への職員の派遣

派遣先機関 （令和６年度末） 派遣先地域 （令和６年度末）

※ 数値は端数処理の関係で合致しないものがある。

▲派遣職員の業務風景

（中央列、左から４人目が派遣職員）

日中韓三国の人事行政機関である、人事院、中国国家公務員局及び

韓国人事革新処は、日中韓協力の一環として人事行政分野における連

携及び相互交流を進めるため各種協力プログラムを実施しています。

日中韓人事行政ネットワーク

ASEAN公務協力会議（ACCSM）は、ASEAN諸国における公務員制

度・公務員人事管理に関する地域間協力を推進するネットワークであり、

日本、中国及び韓国の三国を含めたACCSM＋3において、人事院は、

我が国の代表として参画し、各種協力事業の実施を支援しています。

令和６年10月は「公務におけるワークエンゲージメントとウェルビーイ

ング」をテーマとした国際ワークショップを札幌にて開催し、各国の公務

員人事管理の実務担当者からの発表、各国間での意見交換を行うなど、

人事行政分野におけるACCSM＋３との協力関係を深めています。

さらに、令和７年度より、人事院とシンガポール公務員局との間で職

員の相互派遣を行う「日シンガポール知見交換プログラム」（第１回は日

本で開催）を開始し、公務における共通課題に関する意見交換などを通

じて、知見の共有を推進しています。

また、ガバナンスの向上が課題である開発途上国からは、日本の公務

員制度を学びたいとの要望が多く、人材育成のための研修の実施に協

力しています。

ASEAN諸国との協力、開発途上国に対する支援

外国政府職員を招いた講演会や意見交換会の開催など、諸外国政府

との交流を通じて人事行政分野における最新の実情などを把握してい

ます。

また、日米両国の相互理解や協力関係を深めるため、若手・中堅の米

国連邦政府職員が日本の各府省等で約１年間研修するプログラム（マン

スフィールド研修）を実施しています。

人事行政分野での人的交流・相互理解の促進

▲川本総裁とシンガポール公務員局からの「日シン

  ガポール知見交換プログラム」参加者

▲ASEAN+3 公務協力会議（ACCSM+3）

国際ワークショップ

▲第29期マンスフィールド研修員

派遣者総数
354人
（100％）

②－１写真の差し替え

②－2写真の差し替え

②－３写真の差し替え

アジア

143人

(40.4%)

北米

48人

(13.6%)

中南米3人

(0.8%)

欧州

152人

(42.9%)

アフリカ8人

(2.3%)

派遣者総数
354人
（100％）
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(4.0%)

指令で定める機関

11人

(3.1%)
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行政官の相互派遣等による国際交流や諸外国の人事行政の発展に向けた国際協力に積極的に取り組んでいます。

毎年多くの職員が国際機関や外国政府に派遣され、国際協力に取り組んでいます。

海外への職員の派遣

派遣先機関 （令和６年度末） 派遣先地域 （令和６年度末）

※ 数値は端数処理の関係で合致しないものがある。

▲派遣職員の業務風景

（中央列、左から４人目が派遣職員）

日中韓三国の人事行政機関である、人事院、中国国家公務員局及び

韓国人事革新処は、日中韓協力の一環として人事行政分野における連

携及び相互交流を進めるため各種協力プログラムを実施しています。

日中韓人事行政ネットワーク

ASEAN公務協力会議（ACCSM）は、ASEAN諸国における公務員制

度・公務員人事管理に関する地域間協力を推進するネットワークであり、

日本、中国及び韓国の三国を含めたACCSM＋3において、人事院は、

我が国の代表として参画し、各種協力事業の実施を支援しています。

令和６年10月は「公務におけるワークエンゲージメントとウェルビーイ

ング」をテーマとした国際ワークショップを札幌にて開催し、各国の公務

員人事管理の実務担当者からの発表、各国間での意見交換を行うなど、

人事行政分野におけるACCSM＋３との協力関係を深めています。

さらに、令和７年度より、人事院とシンガポール公務員局との間で職

員の相互派遣を行う「日シンガポール知見交換プログラム」（第１回は日

本で開催）を開始し、公務における共通課題に関する意見交換などを通

じて、知見の共有を推進しています。

また、ガバナンスの向上が課題である開発途上国からは、日本の公務

員制度を学びたいとの要望が多く、人材育成のための研修の実施に協

力しています。

ASEAN諸国との協力、開発途上国に対する支援

外国政府職員を招いた講演会や意見交換会の開催など、諸外国政府

との交流を通じて人事行政分野における最新の実情などを把握してい

ます。

また、日米両国の相互理解や協力関係を深めるため、若手・中堅の米

国連邦政府職員が日本の各府省等で約１年間研修するプログラム（マン

スフィールド研修）を実施しています。

人事行政分野での人的交流・相互理解の促進

▲川本総裁とシンガポール公務員局からの「日シン

  ガポール知見交換プログラム」参加者

▲ASEAN+3 公務協力会議（ACCSM+3）

国際ワークショップ

▲第29期マンスフィールド研修員

派遣者総数
354人
（100％）

②－１写真の差し替え

②－2写真の差し替え

②－３写真の差し替え
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アジア

143人

(40.4%)

北米

48人

(13.6%)

中南米3人

(0.8%)

欧州

152人

(42.9%)

アフリカ8人

(2.3%)

派遣者総数
354人
（100％）
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